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　浄化槽をお使いのかたは「定期水質検査」「保守点検」「清掃」が法律により義務付けられています。

「定期水質検査」…�年１回、浄化槽からの放流水などをチェックして浄化槽が十分浄化機能を発揮している
かを検査するものです。検査結果は、使用されているかたや保守点検業者に通知され、
普段の維持管理に活かされます。

「保守点検」………年３～４回、機器の点検・調整や消毒薬の補充を行うことです。
「清掃」……………年１回、浄化槽の内部にたまった固形物などの引き抜きや、機器類の洗浄のことです。

　平成29年８月１日から資格期間が10年以上なら
ば、年金を受け取れるようになりました。
「資格期間」とは
◎国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
◎�サラリーマンの期間（船員保険を含む厚生年金
保険や共済組合などの加入期間）
◎�年金制度に加入していなくても資格期間に加え
ることができる期間（「カラ期間」と呼ばれる合

算対象期間）
　これらの期間を合計したものが「資格期間」です。
　資格期間が10年（120月）以上あると年金を受け
取ることができます。
※年金額は納付した期間に応じて決まります。

　現在、家庭からの生活排水が川の汚濁原因の７割
以上を占めています。浄化槽を安心して使い、地域
の水環境を良好に保つために、浄化槽を使用されて
いるかたは、必ず定期水質検査を受けるようにしま
しょう。

○定期水質検査の手数料（非課税）
　10人槽以下（家庭用浄化槽）　5,000円

野外焼却禁止
　家庭ごみなどの野外焼却は、法律や条例により
禁止されています。
　ブロック積、ドラム缶などの焼却炉は違法です。
　次のように一部例外が認められているものもあ
りますが、その場合でも近所の迷惑にならないよ
う注意してください。

○農林業を営むためにやむを得ない稲わらなど
　の焼却
○宗教上または風俗慣習上の行事のための焼却

罰　則 廃棄物を違法に野外焼却した者
５年以下の懲役または１千万円以下の罰金

（法人に対しては３億円以下の罰金）

問合せ　秩父環境管理事務所　　　　☎23-1511
　　　　町民生活課　環境衛生担当　☎62-1232

１等　　　　　　　３億円×10本
前後賞各　　　　　１億円×20本
２等　　　　　  1,000万円×20本

（発売総額300億円・10ユニットの場合）
ハロウィンジャンボミニも同時発売！
１等　　　　　  3,000万円×40本
前後賞各　　　  1,000万円×80本
２等　　　　　     50万円×400本

（発売総額120億円・４ユニットの場合）

　ハロウィンジャンボ宝くじの当せん金は、１等・
前後賞合わせて５億円。

問合せ　秩父年金事務所　☎27-6560

年金をもらうために
必要な加入期間が 25年から10年に短縮されました

問合せ　（社）埼玉県浄化槽協会法定検査部
　　　　☎048 -533 -4700

　この宝くじの収
益金は、明るく住
みよいまちづくり
に使われます。

発売期間
10月11日（水）～10月31日（火）
抽選日　　　　11月９日（木）
支払開始日　　11月14日（火）

年１回の定期水質検査の受検が必要です

浄化槽をお使いのかたは


